
近畿愛媛県人会会則 
 
   第一章 総   則 
第１条 本会は、近畿愛媛県人会と称し、事務局を大阪市内に置く。 
第２条 本会は、主として近畿地区に在住する愛媛県出身者及び愛媛県に縁ある者をもって
構成する。 
第３条 本会は、会員の親睦と交流を図り、愛媛県内の関係機関と連携を密にし、相互理解
と協力により、会員並びに郷土の繁栄に寄与することを目的とする。 
第４条 本会は、その目的を達成するために、次の行事を行う。 
 (1) 講演会、研究会、親睦会（旅行･観劇・ゴルフ・俳句会等を含む）の開催 
 (2) 県物産及び観光の宣伝並びに斡旋 
 (3) 郷土の公共的事業並びに産業文化の振興 
 (4) 県出身学生並びに青年への支援 
 (5) 功績功労者の顕彰 
 (6) 機関誌並びに参考資料の刊行 
(7) その他必要と認められる事項 
第５条 本会の会務を処理するため事務局及び職員を配置する。 
 
   第二章 会   員 
第６条 本会の会員は、次のとおりとする。 
 (1) 名誉会員  本会に対し特に顕著な功績があった者及び学識経験者で、本会の会務遂

行にあたり必要と認められる者の中から、幹事会の決議を経て、会長が
定める。 

 (2) 正 会 員  本会の趣旨に賛同し、会則第７条に規定する会費を納入するものとする。 
 (3) 賛助会員  本会の趣旨に賛同し、会を維持するため会則第７条に規定する会費を納

入するものとする。 
第７条 会費は、次のとおりとし、これを納入するものとする。 
 (1) 名 誉 会 員     免 除 
(2) 正 会 員    年額     ５，０００円 
 (3) 役員及び賛助会員 年額 １口 １０，０００円以上（口数の制限なし） 
 (4) ８０歳以上の会員 年額     ３，０００円 
第８条 会員が次の各号に該当するときは、会長は、これを退会者又は除名処分該当者と認
め、会員名簿より削除することができる。 
 (1) 死亡又は住所不明と認められる者 
 (2) ３年間会費を滞納し、本会に協力の意志がないと認められる者 
 (3) 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に著しく反する行為があった者 
 
   第三章 役   員 
第９条 本会に、次の役員を置く。 
(1) 会  長 １名 
 (2) 副 会 長 若干名 
 (3) 議 長 １名 
 (4) 幹 事 長 １名 
(5) 相 談 役 必要人員 
 (6) 顧  問 必要人員 
 (7) 理  事 必要人員 
 (8) 幹  事 必要人員 



 (9) 会計監事 若干名 
第１０条 役員の職務は次のとおりとする。 
 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 
 (3) 議長は、総会及び最高幹部会の議事進行をつかさどる。 
 (4) 幹事長は、会長の委嘱に従い会務を補佐し、幹事会及び委員会活動を総括する。 
(5) 相談役は、会長の委嘱に従い、会務の運営について助言を行う。 
 (6) 顧問は、会長の委嘱に従い、会務の運営について相談を受け意見を述べる。 
(7) 理事は、会長の委嘱に従い、会務の運営について相談を受け意見を述べる。 
 (8) 幹事は、会長の委嘱に従い会務を補佐する。 
 (9) 会計監事は、本会の資産及び会計並びに関連事項の執行状況を監査する。 
第１１条 役員は、総会において選出するものとし、任期は２ヵ年とする。ただし再任を妨
げない。 
 
   第四章 会   議 
第１２条 会長は、毎年定期総会を開催し、又は必要に応じ臨時総会を招集する。 
第１３条 会長は、会務の円滑な運営を図るため、最高幹部会及び幹事会を設置し、重要案
件を審議することができる。 
第１４条 会長は、本会の運営に関する企画立案等を行うため、会長が指名する役員をもっ
て各委員会を設置することができる。 
 
   第五章 会   計 
第１５条 本会の事業運営に要する経費は、会費及び寄付金をもって、これに充当する。 
第１６条 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとし、収支決算及び予
算は、年度初めの総会において承認を受けるものとする。 
 
   第六章 そ の 他 
第１７条 本会則の変更又は改廃については、総会に付議し、出席会員の２分の１以上の同
意を得なければならない。 
 
 
付  則 本会則は、昭和５４年７月１日から施行する。 
     平成３年５月２６日、 一部改正 
     平成５年５月３０日、 一部改正 
     平成９年１１月９日、 一部改正 
     平成１８年５月２８日、一部改正 
     平成２０年５月２５日、一部改正 

平成２２年５月２３日、一部改正 
 


